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　　開放中止
(保健ｾﾝﾀｰ検診のため）

♪➡ お話の日 ➡ リズムの日(健康ポイント事業）

時間：午前10時30分～11時

対象の就園前とは幼稚園等入園まで
　　　就学前とは小学校入学まで

♪

　　開放中止

♪

♪

※家児相談日 おはなしなあに

保健師相談日

♪
　　子育て講座
　(タヒチアンダンス)

つどいのひろば
（榛原北保育園）

山の日

「避難訓練」
なかよしひろば

つどいのひろば
(大和富士ホール）

つどいのひろば
  （ぬく森の郷）

　　つどいのひろば
（健康ポイント事業）

公共施設などで遊びや交流の場
を提供します。子育てについて
の情報交換や親子のふれあいを
楽しみましょう。

【時間】午前 10時～ 11時
　　　　（毎週水曜日）

【対象】�市内在住および里帰
りの就園前の乳幼児
とその保護者

【持ち物】水筒、タオル、帽子

～親子ふれあい事業～
 なかよしひろば

【日時】8 月 28日（月）
　　　　午前9時30分～10時30分

【場所】子育て支援センター
【対象】市内在住の就学前の満 3歳以

上の幼児とその保護者
【定員】15 組（先着順）
【内容】「避難訓練」

消防士さんに避難訓練の様子
を見てもらったり、消防車の
説明を受けます。

【持ち物】水筒、タオル
【申し込み】8 月 1日（火）～ 18日（金）

までに問へ

申込必要

※申込不要

「すこやかルーム」開放
※申込不要

子育てをしている家族が、自由
に遊べるように施設を開放しま
す。
親子でゆったり遊び、みんなで
おしゃべりをして気分転換をし
ましょう。
お母さんだけでなく、お父さん、
おじいさん、おばあさんの来館
も大歓迎です。

【対象】市内在住および里帰り
の就学前の乳幼児とそ
の保護者

【日時】月～金曜日 (祝日は除く）
午前 9時～午後 4時

　　　お話の日（毎週火曜日）
　　　午前10時 30分～ 11時

　　　リズムの日（毎週木曜日）
　　　�午前 10時 30分～ 11時

※健康ポイント事業です。ポイ
ントを集めて応募しましょう。

♪

発達の悩みについて

　語り合いませんか？

問介護福祉課
（☎ 82・3675 ／ IP ☎ 88・9088）

かるがもくらぶ
【日時】8 月 30（水）
　　　�午前 10時～正午

【場所】市役所　213会議室

「うちの子の発達が気になる」
「家族が誰も障がいのこと理解して
くれへん」、「そういうのどこへ相談
したらいいんやろ」
そんな思いをぜひ聞かせてください！
みんなでつながりをつくりましょう！

おはなしなあに

【日時】8 月 10日（木）
　　　　午前 10時 30分～

【内容】�図書館からお話しに
来てくれます。

※申込不要

「家児相談日」とは？
（家庭児童相談員相談日）

毎月第２火曜日・第４木曜日（月によって変
更あり）、こども未来課から「家庭児童相談員」
が子育て支援センターに来てくれます。
子育てについての相談や子どもの発育につい
ての相談など、日頃悩んでいることを直接相
談できる日です。
ご希望によっては、別の部屋をご用意します。

【時間】午前 10時～ 11時 30分

9月に親子教室の二次募集を行います。
年齢に応じた遊びや子育ての情報提供を行います。
親子で交流しながら、楽しい遊びを通して友だち作
りをしませんか？
活動は、10月から始まります。

【対象・募集人数】
0 歳児（令和 4年 4月 2日～令和 5年 4月 1日
生まれ）　定員 10組程度

【参加費】
登録料 500円（初回に徴収）

【申し込み】
9月1日（金）～8日（金）�午前9時～午後4時（土・
日を除く）までに問子育て支援センターへ

親子教室
「すくすく教室」二次募集

児童扶養手当  現況届の提出について
　児童扶養手当の受給資格者は、毎年 8月 1日から 8月 31日までに現況届を添付書類や
証書とともに、提出する必要があります。この届出によって受給資格があるかどうかを審
査し、手当額の決定を行います。
　届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手
当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
　なお、一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年現況届の際に、児童扶養手当一
部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してくだい。

特別児童扶養手当  所得状況届の提出について
　特別児童扶養手当を受けている方は、8月 10日から 9月 11日までに「所得状況届」を
提出する必要があります。
　届出がないと、８月分以降の手当を受給することができません。

問こども未来課（☎ 82・2236 ／ IP ☎ 88・9080）
問大宇陀地域事務所（☎ 83・2251 ／ IP ☎ 88・9195）
問菟田野地域事務所（☎ 84・2521 ／ IP ☎ 88・9188）
問室生地域事務所（☎ 92・2001 ／ IP ☎ 88・9182）

提出を
忘れずに！


